
サービス管理責任者等の研修
及び経過措置について

令和５年３月
青森県健康福祉部障害福祉課

※サービス管理責任者等：サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者

資料６



①旧体系（H31.3以前）の研修受講済みの者について
・令和５年度末（令和６年３月３１日）までに更新研修を修了できなかった場合は、令和６年４月１日以降は実践研修修了証の交付を受けるまでサービス管理責
任者等としての業務はできません（サービス管理責任者等欠如）。

・サービス管理責任者等が欠如した場合は、その翌々月から欠如解消されるに至った月までサービス管理責任者等欠如減算となりますので御留意ください。

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしていた者について

R元～R3年度の基礎研修受講者に限ります。
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令和5年度末までに
サービス管理責任者等

更新研修受講
H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（R５年度末まで）は、更新研修受講前でも
引き続きサービス管理責任者等として業務可能

～R6.3.31
令和６年度（令和６年４月１日）以降もサービス管理責任
者等に従事するには更新研修又は実践研修を修了して
いること。

令和５年度末までに更新申請を修了できなかった場合は
実践研修からの受講となります。

※更新研修は５年毎に受講
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＜実務経験＞下記のうちどれか
・相談支援業務５年以上
・直接支援業務８年以上
・有資格者は３年以上

基礎研修受講時点で実務要件を満た
している場合は、基礎研修修了者とな
った日から３年間は、実践研修を受講
していなくても、サービス管理責任者等
とみなす。

基礎研修終了後３年間で２年以上の実務
→通算２年かつ業務に従事した日数３６０
日（１８０日×２年）以上をいう。
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例えば、令和２年１月１９日に
基礎研修を修了した場合、令
和５年１月１８日までに実践研
修を修了していないと、令和５
年１月１９日以降は実践研修を
修了するまでサービス管理責
任者等の従事は不可となりま
す。サービス管理責任者等が
欠如した場合は、その翌々月
から欠如解消されるに至った月
までサービス管理責任者等欠
如減算となりますので御留意く
ださい。

実践研修修了日
の属する年度の
翌年度を初年度
とし、５年度目の
末日(3月31日)ま
でに更新研修を
受講



③基礎研修受講時点で実務要件を満たしていなかった者について

④ Ｒ４年度以降の基礎研修修了者について

（基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者も含む。）
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＜実務経験＞下記のうちどれか
・相談支援業務３年以上
・直接支援業務６年以上
・有資格者の場合は１年以上
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基礎研修終了後２年以上の実務
→通算２年かつ業務に従事した日数３６０
日（１８０日×２年）以上をいう。
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※更新研修は５年毎に受講

実践研修修了日
の属する年度の
翌年度を初年度
とし、５年度目の
末日(3月31日)ま
でに更新研修を
受講

＊既にサービス管理責任者等が1名配
置されている場合は、2人目のサービ
ス管理責任者等として配置可能。1人
目としての配置は不可。
＊個別支援計画原案の作成は可能。

更新研修を修了できなかった
場合は再度実践研修の受講と
なります。再度の実践研修の課
程を修了した旨の証明書の交
付を受けた日に実践研修修了
者となります。

5年度目の末日までに更新研修
を修了できなかった場合は、再
度の実践研修修了の証明書の
交付を受けるまでサービス管理
責任者等の業務に従事できま
せん。

※配置に関する実務経験要件
を満たす予定の日の2年前から
基礎研修の受講が可能


